
特定非営利活動法人

屋久島スポーツプロジェクト

希望される方へ〇をして下さい

申込日

氏　名

住　所 屋久島町

連絡先

E-mail

（種別）

 正 会 員　 この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進するために入会した個人

及び団体。また、当法人が行うイベントに特別価格で参加でき、各特典を受けるこ

とが出来る。

賛助会員　  この法人の目的に賛同し、この法人の活動を援助するために入会した個人及び団体。

個人賛助5,000円～　　　団体賛助20,000円～

一般会員　  この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進するために入会した個人

で総会などでの議決権を有しない者。

（入  会）

会員の入会については，特に条件を定めない。

会員として入会しようとするものは，入会申込書により，理事長に申し込むものとする。

（会  費）

正会員は入会時に年会費1200円を納める。途中入会者は月割りにて納めること。

（会員の資格の喪失）

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは，その資格を喪失する。

　(1) 退会届の提出をしたとき。

　(2) 本人が死亡し，又は会員である団体が消滅したとき。

　(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。

　(4) 除名されたとき。

（退  会）

会員は，理事長が別に定める退会届を理事長に提出して，任意に退会することができる。

入 会 申 込 書

この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進するために入会致します

・正会員　　　　　　・一般会員　　　　　　・賛助会員

理事長　御調 伸一郎殿


